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※上記文中追善の雑費、三四拾匁を『東播新聞 昭和４２年６月１１日付』は三四匁に作る 

 

 

 

■■竹中山、竹中田について 

大正１５年（１９２６年）刊『兵庫県美嚢郡誌』の「竹中半兵衛ノ墓」の項に以下の記載が

あります。 

又竹中半兵衛氏ヨリ村内ヘ寄附セシ山林、田地等今尚竹中山、竹中田トシテ遺存セリ。 

山林ハ大正三年全部開墾シ煙草ヲ栽培シテ利ヲ収メツヽアリ。 

 

半兵衛自身が平井村に地所を寄付したかは、弥五兵衛の「往古より弐百弐拾余年も等閑ニ罷

過候処」「往昔より是迄、打捨置候得者」といった文面とそぐわないように思えます。『兵庫県

美嚢郡誌』の竹中山、竹中田は文化４年受領の５両にて購入した地所ではないでしょうか。 

 

 


